
2021 年度公文書館機能普及セミナーin 岡山 

 

「地域の歴史を後世に伝えるために」 

主催：全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（全史料協） 

共催：岡山県立記録資料館 

 

令和４年２月８日（火）13:30～16:50 

Zoom によるオンライン開催 

 

プログラム 

 

13:30～13:40 開会行事 

13:40～14:40 

基調講演  「アーカイブズと地域史料－地域文書館として－」 

辻川 敦 氏（尼崎市立歴史博物館"あまがさきアーカイブズ" 再任用職員 

（元尼崎市立地域研究史料館長）） 

 

14:40～15:00 

報告１   「市町村合併に伴う旧市町村の歴史公文書の保存と利用について」 

山本 太郎 氏（倉敷市総務局総務部 副参事兼総務課歴史資料整備室長） 

 

15:00～15:30 

報告２   「四国基礎自治体を対象に実施した公文書管理に係る調査の結果報告」 

嶋田 典人 氏（香川県立文書館 主任専門職員） 

飯島 章仁 氏（岡山シティミュージアム 館長補佐） 

 

16:00～16:40 

シンポジウム 司会  ：加藤 聖文 氏（国文学研究資料館 准教授） 

パネラー：辻川 敦氏（講師）・山本 太郎氏（報告者） 

嶋田 典人氏（報告者）・飯島 章仁氏（報告者） 

 

16:40～16:50  閉会行事 

 

 

全史料協 調査・研究委員会事務局（鳥取県立公文書館） 

〒680-0017 鳥取市尚徳町 101 

電話：0857-26-8160 ファクシミリ：0857-22-3977 
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令和２年４月１日 

倉敷市告示第１７８号 

倉敷市歴史資料の利用に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，総務局総務部総務課歴史資料整備室（以下「歴史資料整備室」という。

）において収集し，保管する資料（以下「資料」という。）の利用について必要な事項を定

めるものとする。 

 （資料の利用） 

第２条 資料の利用は，閲覧，写しの交付又は撮影の方法により行うものとし，歴史資料整備

室の業務の遂行に支障が生じない範囲でこれを認めるものとする。 

２ 資料の貸出しは，原則として行わない。ただし，貸出しが特に必要であると市長が認める

ときは，この限りでない。 

３ 資料の利用を申し込むことができる時間は，午前９時から午前１２時まで及び午後１時か

ら午後４時３０分までとする。ただし，市長が特に認める場合は，この限りでない。 

４ 資料を利用に供さない日は，次に掲げるとおりとする。ただし，市長が特に認める場合は，

この限りでない。 

(１) 土曜日及び日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３） １月２日及び３日並びに１２月２９日から１２月３１日まで 

 （利用の許可） 

第３条 資料を利用しようとする者は，所定の申請書を市長に提出し，許可を受けなければな

らない。 

２ 同時に利用を申し込むことができる資料は，１０点までとする。ただし，写真及びフィル

ムにあっては３０点までとする。 

 （利用方法） 

第４条 資料を利用するに当たっては，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 歴史資料整備室の職員の指定する場所で行うこと。 

（２） 資料を汚損し，又は破損するおそれのある行為をしないこと。 

（３） 筆記に際しては鉛筆又はシャープペンシルを使用し，インク等は使用しないこと。 



 
 (４) 前３号に掲げるもののほか，職員が指示した事項 

 （費用負担） 

第５条 資料の写しの交付を受けようとする者は，当該写しの交付に要する費用として別表に

掲げる費用を負担しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる場合は，写しの交付に要する費用を免除するものと

する。 

(１) 国又は地方公共団体の職員の職務遂行上の申請があったとき。 

(２) 前号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるとき。 

 （利用の制限） 

第６条 次に掲げる資料は，利用に供しないものとする。ただし，当該資料が作成又は取得さ

れてからの時の経過その他の事情を勘案して，利用に供することが適当と市長が認める場合

は，この限りでない。 

(１) 事務処理が終了した日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して３０年を経過し

ない資料であって，倉敷市情報公開条例（平成１０年倉敷市条例第５号）第７条各号に規

定する情報が記録されている公文書 

(２) 事務処理が終了した日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して３０年を経過し

た資料であって，倉敷市情報公開条例第７条第１号，第２号，第３号，第４号，第５号又

は第７号ア若しくはオに規定する情報が記録されているもの 

(３) 整理及び目録の作成が終了していないもの 

(４) 劣化その他保存上の理由により利用に供することが不適当なもの 

(５) 寄贈又は寄託を受けた資料で，利用に供しない旨の条件が付されているもの 

 （利用者の責任） 

第７条 資料を利用する者（以下「利用者」という。）は，資料に含まれる情報を利用するこ

とによって著作権その他の第三者の権利利益を侵害したときは，その一切の責任を負うもの

とする。 

 （損害賠償） 

第８条 利用者は，資料を損傷し，又は紛失したときは，その損害を賠償しなければならない。 

 （目的外使用の禁止） 

第９条 利用者は，その成果を第３条の申請書に記載された目的以外の目的に使用してはなら



 
ない。 

 （出版等） 

第１０条 利用者は，利用した資料（資料の内容，交付された写し又は撮影による画像を含む。

以下この条において同じ。）を出版，放送，展示その他の方法により公にしようとするとき

は，所定の申請書を市長に提出し，許可を受けなければならない。 

２ 利用者は，前項の許可を受けた資料を出版，放送，展示その他の方法により公にするとき

は，当該資料の所有者その他市長が別に定める事項を明示しなければならない。 

３ 利用者は，第１項の許可を受けた資料を出版，放送，展示その他の方法により公にしたと

きは，出版物その他当該資料を公にしたことが分かるものを市長に１部提出しなければなら

ない。 

 （許可の取消し） 

第１１条 市長は，第３条の許可を受けた者がこの要綱に違反したときは，当該許可を取り消

すことができる。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，資料の利用に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年４月２８日告示第３２７号） 

 この要綱は，告示の日から施行する。 

別表（第５条関係） 

使用紙サイズ 使用複写機等 金額（１面） 

日本産業規格（産業標準化法（昭和２４年法

律第１８５号）第２０条第１項の日本産業規

格をいう。以下この表において同じ。）Ｂ列

５番からＡ列３番まで 

普通紙複写機（乾式） １０円 

カラー複写機 ５０円 

マイクロフィルムリーダー

プリンター 

１０円 

日本産業規格Ａ列２番からＡ列０番まで 普通紙複写機（乾式） １００円 

 



 

 

「倉敷市歴史資料の利用に関する要綱」に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準  
３０年を経過した資料に記録されている個人情報について  

別表（第６条⑵関係） 
資料に記録されている情報 利用を制限する

年数 該当する可能性のある情報の類

型の例 
個人情報であって，一定の期間

は，当該情報を公にすることによ

り，当該個人の権利利益を害する

おそれがあると認められるもの ５０年 イ 学歴又は職歴 
ロ 財産又は所得 
ハ 採用，選考又は任免 
ニ 勤務評定又は服務 
ホ 人事記録 

重要な個人情報であって，一定の

期間は，当該個人の権利利益を害

するおそれがあると認められる

もの ８０年 イ 国籍，人種又は民族 
ロ 家族、親族又は婚姻 
ハ 信仰 
ニ 思想 
ホ 疾病，障害その他の健康状態 
ヘ 刑法等の犯罪歴（罰金以下の
刑） 

重要な個人情報であって，一定の

期間は，当該情報を公にすること

により，当該個人又はその遺族の

権利利益を害するおそれがある

と認められるもの １１０年を超え

る適切な年 イ 刑法等の犯罪歴（禁固以上の
刑） 
ロ 遺伝性等特に配慮を要する
疾病，障害その他の健康状態 
ハ 門地等 

備考  １ 「一定の期間」とは，個人の権利利益を害するおそれがあるかについて検討を行
う期間の目安を参考として示したものである。本期間の起算日は，当該情報が記録

されている資料の作成又は取得の日に属する年度の翌年度の４月１日とする。  ２ 「該当する可能性のある情報の類型の例」とは，この表の左欄にいう「個人情報」
又は「重要な個人情報」にそれぞれ該当する可能性のある一般的な情報の類型を例

示したものであって，歴史的公文書等に記録されている情報がこの表のいずれに該

当するかについては，当該情報の具体的性質，当該情報が記録された当時の状況等

を総合的に勘案して個別に判断するものとする。  ３ 「刑法等の犯罪歴」には，犯罪の被害者の情報を含む。  ４ 「刑法等の犯罪歴（禁固以上の刑）」の「一定の期間」は１１０年を目途とする。
「遺伝性等特に配慮を要する疾病，障害その他の健康状態」についての判断に当た

っては，疾病の程度，医療の状況及び疾病に対する社会の受け止め方等を考慮し，

「一定の期間」は１４０年を目途とする。  



（所定の申請書） 
資 料 閲 覧 等 許 可 申 請 書  

令和  年  月  日   倉敷市長様  
住 所（法人その他の団体にあっては、主たる事務所等の所在地）              （〒   ―    ）                                             
氏 名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）                                                         連絡先     電話番号（   ）   ―      担当者             Ｅ－ｍａｉｌ（任意）：                       次のとおり資料の（閲覧，複写，撮影，掲載，貸出し）の許可を受けたいので，申請し

ます。  なお，実施に当たっては，「倉敷市歴史資料の利用に関する要綱」を遵守いたします。  
記 

１ 希望資料の種類及び名称     
２ 使用目的   
３ 備考（１）出版物等の名称                 発行部数   部                                発行予定日               （２）貸出しの場合の希望期間     （３）その他  
※資料に含まれる情報を利用することによって著作権その他の第三者の権利利益を侵害し

たときは，利用者がその一切の責任を負うこととされていることを承知します。 
※利用した資料を出版物等に掲載したときは，当該出版物等を提出します。 



（所定の申請書の細目録）

その（　　　）

文　書　群　名 資料番号 資　料　名（特に長い場合は略記可） 利用区分

1 　　　　　　　　　　　原・Ｆ・複
閲　・　複　・　貸
撮　・　掲

2 　　　　　　　　　　　原・Ｆ・複
閲　・　複　・　貸
撮　・　掲

3 　　　　　　　　　　原・Ｆ・複
閲　・　複　・　貸
撮　・　掲

4 　　　　　　原・Ｆ・複
閲　・　複　・　貸
撮　・　掲

5 原・Ｆ・複
閲　・　複　・　貸
撮　・　掲

6 原・Ｆ・複
閲　・　複　・　貸
撮　・　掲

7 原・Ｆ・複
閲　・　複　・　貸
撮　・　掲

8 原・Ｆ・複
閲　・　複　・　貸
撮　・　掲

9
原・Ｆ・複

閲　・　複　・　貸
撮　・　掲

10 原・Ｆ・複
閲　・　複　・　貸
撮　・　掲

「資料名」欄　　　　原－原本、Ｆ－フィルム、複－複製本のこと

「利用区分」欄　　閲＝閲覧、複＝複写、撮＝撮影、掲＝掲載、貸＝貸出

※該当する事項を○で囲んでください。

※同時に利用を申し込むことができる資料は，１０点までとする。ただし，写真及びフィルムにあっては３０点までとす
る。資料若しくは写真等の返却又は写真等のスキャニングがなされるまでは，新たな申請を行うことができない。（ス
キャニングの標準所要日数：３０点で５日）。
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倉

敷
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（
市

）
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事
録

1
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1

年
代

標
題

作
成

点
数
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2
5
1

1
明

治
拾

弐
年

起
村

会
決

議
録

倉
敷

村
1
冊

2
5
1

2
明

治
十

五
年

三
月

通
常

会
決

議
書

倉
敷

村
1
冊

（
表
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上

書
）
「
乙

号
」
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5
1

3
明

治
十

五
年

後
半

季
・
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十

六
年

前
半

季
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別
等

級
決

議
書
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敷

村
1
冊
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5
1

4
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廿

二
年

従
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月
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会
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1
冊

（
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書
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第
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号
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5
1

5
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治
廿
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年

度
倉
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村

会
議

事
録

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

弐
号
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2
5
1

6
明

治
廿

四
年

度
倉

敷
村

会
議

事
録

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

参
号

」
2
5
1

7
明

治
廿

五
年

度
倉

敷
町

会
議

事
録

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

四
号

」
2
5
1

8
明

治
廿

六
年

度
倉

敷
町

会
議

事
録

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

五
号

」
2
5
1

9
明

治
廿

七
年

度
倉

敷
町

会
議

事
録

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

六
号

」
2
5
1
1
0

明
治

廿
八

年
度

倉
敷

町
会

議
事

録
1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

七
号

」
2
5
1
1
1

明
治

廿
九

年
度

倉
敷

町
会

議
事

録
倉
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場

1
冊

（
表

紙
朱

書
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八
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」
2
5
1
1
2

明
治

三
十

年
度
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町
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議
事

録
1
冊

（
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紙
朱

書
）
「
第

九
号

」
2
5
1
1
3

明
治

参
拾

壱
年

度
倉

敷
町

会
議

事
録

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

十
号

」
2
5
1
1
4

明
治

三
十

二
年

度
倉

敷
町

会
議

事
録

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

十
一

号
」

2
5
1
1
5

明
治

三
拾

三
年

度
倉

敷
町

会
議

事
録

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

十
二

号
」

2
5
1
1
6

明
治

三
拾

四
年

度
倉

敷
町

会
議

事
録

倉
敷

町
役

場
1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

十
三

号
」

2
5
2

1
明

治
三

拾
五

年
度

倉
敷

町
会

議
事

録
倉

敷
町

役
場

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

十
四

号
」
　

丁
は

ず
れ

の
た

め
S
IL

に
て

包
む

2
5
2

2
明

治
三

拾
六

年
度

倉
敷

町
会

議
事

録
倉

敷
町

役
場

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

十
五

号
」

2
5
2

3
明

治
三

拾
七

年
度

倉
敷

町
会

議
事

録
倉

敷
町

役
場

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

十
六

号
」

2
5
2

4
明

治
三

十
八

年
度

倉
敷

町
会

議
事

録
倉

敷
町

役
場

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

十
七

号
」
　

丁
は

す
れ

の
た

め
S
IL

に
て

包
む

2
5
2

5
明

治
三

十
九

年
度

倉
敷

町
会

議
事

録
倉

敷
町

役
場

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

拾
八

号
」

2
5
2

6
明

治
四

拾
年

度
倉

敷
町

会
議

事
録

倉
敷

町
役

場
1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

拾
九

号
」

2
5
2

7
明

治
四

拾
壱

年
度

倉
敷

町
会

議
事

録
倉

敷
町

役
場

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

弐
拾

号
」

2
5
2

8
明

治
四

拾
弐

年
度

倉
敷

町
会

議
事

録
倉

敷
町

役
場

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

廿
壱

号
」

2
5
2

9
明

治
四

拾
参

年
度

倉
敷

町
会

議
事

録
倉

敷
町

役
場

1
冊

（
表

紙
朱

書
）
「
第

廿
弐

号
」

2
5
2
1
0

明
治

四
拾

四
年

度
倉

敷
町

会
議

事
録

倉
敷

町
役

場
1
冊

2
5
2
1
1

明
治

四
拾

五
年

度
倉

敷
町

会
議

決
書

及
会

議
録

倉
敷

町
役

場
1
冊

2
5
3

1
大

正
弐

年
倉

敷
町

会
議

決
書

及
会

議
録

倉
敷

町
役

場
1
冊

2
5
3

2
大

正
参

年
倉

敷
町

会
議

決
書

及
会

議
録

倉
敷

町
役

場
1
冊

表
紙
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2
5
3
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3

4
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決
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議
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倉
敷
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決
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議
録

倉
敷

町
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場
1
冊
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3
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決
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倉
敷

町
役

場
1
冊
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3
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議
録
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議

決
書

倉
敷

町
役

場
1
冊

2
5
3
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大
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四
年

倉
敷

町
会

々
議

録
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議
決

書
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敷
町
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場

1
冊
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紙
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ず
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2
5
3
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昭
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倉

敷
町

会
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議
録

及
議

決
書

倉
敷

町
役

場
1
冊
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2
5
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1
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昭
和

弐
年

四
月

至
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年
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月
町

会
議

決
書

岡
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窪
郡
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敷

町
役

場
1
冊
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紙
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紙

有
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紙
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ず
れ

2
5
4

2
昭

和
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年
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会
議

決
書

1
冊
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有
2
5
4
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昭
和
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年
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月

会
議

書
類

倉
敷

市
会

1
冊

表
紙
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有
2
5
4
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昭

和
四

年
市

会
議

決
書

1
冊

表
紙
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有

2
5
4

5
（
昭

和
2
7
年

）
一

般
乗

合
旅

客
自
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車
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送

事
業

譲
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譲
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可
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請

書
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島
工

業
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市
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株

式
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社
取

締
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長
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本
與

志
雄

・
倉

敷
市

長
　

高
橋

勇
雄

1
冊

2
5
4

6
（
昭

和
2
7
年

）
地

方
鉄

道
譲

渡
許

可
申
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書

譲
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人
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島

工
業

都
市

開
発

株
式

会
社

・
譲

受
人

　
倉

敷
市

1
冊

文
書

番
号



移管歴史公文書
番号 資料群名 内容

68 郡役所達書他
明治17年から明治30年までの窪屋郡役所の達書綴・借区開坑願書類等３
点です。

25
旧倉敷町(市)議
事録

明治12年から昭和27年までの倉敷村・倉敷町・倉敷市の会議録等57点で
す。
＜参考文献：坂本忠次「明治初期倉敷村の協議費予算」（『倉敷の歴史』第
４号，1994）＞

53
旧倉敷町役場文
書

明治8年から昭和2年までの主として倉敷町役場（教育関係など）・倉敷村立
倉敷小学校の文書547点です。

52
旧倉敷市役所文
書

大正12年から昭和48年までの主として倉敷市役所の文書696点です。

6
旧倉敷市告示原
本

昭和2年から昭和42年までの倉敷町・倉敷市の告示綴等26点です。

77 旧倉敷市例規 昭和3年から昭和44年までの旧倉敷市の例規等15点です。

8
倉敷市所蔵旧倉
敷市議案綴

昭和19年から昭和41年までの倉敷市議会議案原案及び例規類の改廃関係
綴等4点です。

22
旧倉敷市議会処
分録

昭和3年から昭和20年までの市会に関する処分録等4点です。

23
旧倉敷市事務引
継合併庁達

明治37年から昭和39年までの合併，市制施行，事務引継の文書等25点で
す。

106

倉敷市茶屋町合
併資料・倉敷市
灘崎町合併資料

昭和47年から昭和59年までの予算書，合併調査資料等56点です。

40
倉敷市農業委員
会より移管文書

主として昭和20年から平成6年までの倉敷市農業委員会・西阿知村農地委
員会・藤戸町農地委員会・連島町農地委員会等の文書203点です。

80

選挙管理委員会
事務局より移管
文書

昭和3年から昭和42年までの岡山県教育委員会委員選挙・倉敷市教育委員
会委員選挙等に関する文書5点です。

73
企画課から移管
資料

主として昭和12年から平成5年までの各種統計調査，まちづくり構想に関す
る文書等112点です。

78
総務課より移管
文書

昭和24年から昭和40年までの事務報告綴・地方交付税算出資料・由加山國
立公園拡張関係書類3点です。

81
情報公開室から
移管刊行物

主として大正15年から平成10年までの倉敷市勢要覧・児島市勢要覧・玉島
市勢要覧・茶屋町要覧，三市合併関係書類等120点です。

83
管財課より移管
文書

明治38年から昭和43年までの豊洲村・帯江村・福田町・粒江村・倉敷市・西
阿知町・藤戸町・中庄村等の文書64点です。

84
社会教育課より
移管文書

主として弘化4年から昭和55年までの福田新田関係，倉敷市史に関する文
書，高梁川流域連盟に関する写真等394点です。

87
観光振興課から
移管文書

昭和3年から昭和29年までの倉敷市観光案内資料綴等文書，水島鉄道，倉
敷天文台や倉敷考古館等の絵はがき，写真等53点です。

100

観光課から移管
８ミリフィルム・レ
コード

昭和10年から昭和51年までのテープ・映写フィルム・レコード等56点です。

111

選挙管理委員会
事務局から移管
写真

昭和34年から昭和46年までの投票所や開票作業等の選挙に関する写真等
167点です。

122

選挙管理委員会
事務局から移管
写真等

昭和33年から昭和44年までの選挙関係の写真や録音テープ23点です。

126
スポーツ振興課
から移管写真

昭和43年の明治百年記念岡山県スポーツ祭倉敷市体育祭の写真16点で
す。

歴史資料整備室が所蔵している歴史資料の内，主なものを紹介します。

文書名に下線のあるものは，目録を公開しています（文書名をクリックするとPDFの目録がご覧になれ
ます）。「倉敷市所蔵文書目録の利用にあたって（PDF)」の記載事項を順守のうえご利用ください。特
に歴史公文書の利用には，文書に含まれる利用制限情報（個人に関する情報等）の確認が必要なた
め，内容によっては利用申請してから審査に時間をいただきます。申請当日に利用できない場合もあ
りますので御了承ください。

1

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/68gunyakusho.pdf
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/25kyuukurasikimati(si).pdf
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/25kyuukurasikimati(si).pdf
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/6kyuukurashikisikokuji.pdf
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/6kyuukurashikisikokuji.pdf
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/77kyuukurasikisireiki.pdf
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/8kyuukurashikisigian.pdf
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/8kyuukurashikisigian.pdf
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 136
スポーツ振興課
から移管文書

 昭和３９年から平成９年までの体育指導委員関係文書やレコード10点で
す。

 141
 スポーツ振興課
から移管映像

 平成１９年の都市対抗野球用に作成された倉敷市PR映像７点です。

 142
文化振興課から
移管文書

昭和39～55年の岡山県文化賞・文化奨励賞綴１点です。

115
市議会事務局か
ら移管文書

明治21年から昭和45年までの旧市町村の会議録や合併，公有水面埋立に
関する文書等880点です。

120
市議会事務局か
ら移管刊行物

昭和42年から平成29年までの市議会議員各種委員等役職名簿，市議会関
係例規集，「あゆみ」47点です。

116
出納室から移管
文書

昭和５年から平成５年度までの倉敷市及び旧市町村の決算書等132点で
す。

 125
 旧市町村広報
紙

昭和２６年から昭和４９年までの倉敷市・児島市・玉島市・茶屋町など旧市町
村の広報紙29点です。

公聴広報課移管
写真

おおむね昭和27年から昭和42年までの旧倉敷市・旧児島市・旧玉島市の写
真4,785点です。

公聴広報課移管
フィルム等

おおむね昭和33年から平成24年までの倉敷市の広報フィルム等11,389点で
す。

倉敷市立中央図
書館移管写真

永山卯三郎が収集したと思われる，文化財等の写真・絵葉書2,001点です。

ガラス乾板写真

昭和５年から昭和12年までの国産振興家庭博覧会（昭和９年），満蒙時局展
覧会（昭和７年）などの写真135点です。
＜参考文献：水島博「倉敷市所蔵ガラス乾板写真」（『倉敷の歴史』第15号，
2005）＞

 
 保存期間満了
文書

 平成１８年度から令和２年度に選別して移管した保存期間満了文書2,559
点です。

 
 非現用化長期
保存文書

 長期保存文書のうち非現用化されたもので,昭和33年から平成13年までの
783点です。水島重油流出事故関係や旧庁舎建設関係を含みます。

56
旧大高村役場文
書

寛政５年から大正13年までの笹沖村・四十瀬新田村・埋川村・富井村・沖
村・大高村等の文書101点です。

21 旧大高村議事録 大正12年から昭和25年までの大高村の会議に関する処分録等4点です。

54
旧万寿村役場文
書

文化１５年から昭和２年までの八王寺村・川入村・日吉庄村・大内村・大島
村・浜村・福島村・平田村・富久村・万寿村等の文書597点です。

17 旧万寿村議事録 明治31年から昭和2年までの万寿村の議決書等10点です。

57
旧中洲村役場文
書

明治23年から昭和18年までの地租名寄帳・選挙人名簿・勧業統計表綴等61
点です。

15 旧中洲村議事録 明治23年から昭和18年までの中洲村会・中洲町会の会議録等44点です。

66
旧粒江村役場文
書

文化12年から昭和39年までの粒江村免状・地価取調帳・農地売渡計画書・
村費・税及び防空・徴兵・配給に関する文書等7,942点です。

11 旧粒江村議事録 明治22年から昭和25年までの議事録・村諸規則等48点です。

50
旧帯江村役場文
書

主として寛文８年から昭和30年までの年貢関係・寄留届書綴・地租名寄帳・
議会議案録・戦争関係・配給関係・役場日誌・帯江小学校・茶屋町尋常高等
小学校建築に関する文書等922点です。＜参考文献：山下洋「帯江村役場
の公文書について」（『倉敷の歴史』第３１号，２０２１）＞

1
旧帯江村議事
録・用水関係綴

主として明治６年から昭和34年までの帯江村・帯江村外一ヶ町組合・帯江村
外一ヶ村中学校組合・村会議録等の文書190点です。＜参考文献：山下洋
「帯江村役場の公文書について」（『倉敷の歴史』第３１号，２０２１）＞

58
旧中庄村役場文
書

明治10年から昭和22年までの小学校に関する文書，郡会議員選挙人名簿
等17点です。

104

旧中庄村文書・
旧加須山村文
書・水島関係図
面

明治10年から昭和37年までの水島都市計画図・水島港整備計画図・高梁川
干拓連島工区に関する文書等57点です。

82

旧菅生村役場文
書（岡山県から
移管）

明治6年から昭和25年までの合併関係・土地台帳下造等76点です。

2
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55

旧菅生村役場文
書（倉敷市立中
央図書館から移
管）

主として明治４年から昭和24年までの菅生村役場の文書ですが，天保5年
の検地帳や天保10年の名寄帳などそれ以前からの地域の文書も含みま
す。431点です。

24 旧菅生村議事録
明治15年から昭和27年までの菅生村会の議決書や保安林関係書類等124
点です。

60
旧豊洲村役場文
書

明治24年から大正2年までの地所名寄小計帳・吏員名簿等3点です。

2 旧豊洲村議事録 明治26年から昭和27年までの会議録等18点です。

43
旧西阿知町役場
文書

主として天保11年から昭和31年までの地租名寄帳・農地台帳・神社明細帳
等288点です。

13

旧河内村・甲内
村・西阿知町議
事録

主として明治22年から昭和27年までの会議に関する稟議書綴・村会決議書
綴等181点です。

16
西阿知出張所移
管文書

明治22年から昭和30年までの甲内村・河内村・西阿知町・西阿知町選挙管
理委員会等の文書59点です。

31
西阿知出張所移
管地図類

大正2年から昭和40年までの耕地図・切図・土地に関する申告書綴・河内村
全図等21点です。

32
市民課から移管
文書

明治20年より昭和35年までの河内村・河内町・西阿知町の文書等10点で
す。

51
旧藤戸町役場文
書

主として享保元年から昭和37年までの新開改帳・土地に関する処分録・天
城中学校建築・倉敷川改修工事に関する文書等910点です。

12 旧藤戸町議事録
主として明治4年から昭和29年までの町会決議書・事務引継書・天城中学校
関係書・桜山高等学校処分録等307点です。

86
旧藤戸町役場文
書

主として明治7年から昭和36年までの藤戸村地図・官有地払下願書・藤戸地
内郷内川局部改良工事に関する文書等108点です。

99
旧藤戸町長写真
他

初代から12代までの町長の写真他8点です。

30
藤戸出張所より
移管文書

昭和13年から昭和22年までの地租名寄帳・町税舟鑑札等11点です。

113
戦時中水島の写
真

昭和16年から昭和21年までの三菱航空機建設部事務所や青年学校宿舎・
工員社宅等の写真13点です。

101

水島支所から移
管水島港まつり
８ミリフィルム

昭和47年，昭和53年の第18回，第22回水島港まつりの8ミリフィルム3点で
す。

132
水島支所から移
管文書

明治10年の亀島新田地図，明治期の福田新田村河溝道路堤塘等取調全
地図，元倉敷海軍航空隊跡地区地図，昭和41年の倉敷市都市計画図等７
点です。

26 旧福田町文書
主として明治11年から昭和51年までの予算書・会議録・福田新田用水関係
書類綴・元倉敷海軍航空隊建物関係書類等345点です。

98
旧福田村長・町
長肖像

初代から20代までの村長及び初代と二代の町長の肖像12点です。

65
旧連島町役場文
書

主として明治6年から昭和49年までの土地登記済通知書綴・農地台帳・選挙
人名簿・予算決算・税に関する書類・防空関係・役場日誌等2,047点です。

42
連島出張所より
移管文書

おおむね明治7年から昭和48年までの連島村会・西之浦村村会・河内村連
島町中洲村組合・連島町会・震災復興関係・連島中学校新築工事・相模野
海軍航空隊跡地等941点です。

42
連島出張所より
移管文書　別箱

大正3年から昭和27年までの町会議決書・学校建築関係書綴・都市計画関
係書綴等17点です。

旧児島郡役所文
書

寛政6年から大正4年までの軒別集銭・小学統計・福田新田・社倉・清酒醸
造・油醸造関係等171点です。

旧下津井町役場
文書

宝永6年から明治41年までの長浜村・下津井村新開改帳，漁場争論関係文
書，切絵図等60点です。

9 旧児島市条例 昭和31年から昭和42年までの条例・規則台帳及び条例原本12点です。
10 旧児島市規則 昭和31年から昭和42年までの規程原本・規則原本・庁達原本23点です。

97
旧児島市議会議
長写真他

初代から13代までの議長，昭和57年撮影茶屋町駅の写真他13点です。

3
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36

児島支所より移
管文書（平成10
年移管）

主として明治12年から平成4年までの事務引継書・合併関係書・児島競艇関
連文書・瀬戸大橋関係文書・児島輸出会館関連資料・児島支所庁舎関係等
412点です。

34

児島支所より移
管文書（平成19
年移管）

昭和10年から昭和49年までの庁舎建設工事関係書類・新児島団地関係等
37点です。

91

児島支所から移
管写真（旧味野
町・旧琴浦町・改
正憲法公布記
念・秩父宮妃殿
下来岡）

主として昭和12年から昭和42年までの戦死者公葬・逓信省第二短期高等海
員養成所開所式記念・皇室等の写真319点です。

74
児島支所から移
管資料

主として昭和32年から平成6年までの岡山県市町村勢要覧・倉敷市議会会
議録・倉敷市統計書等150点です。

 137
児島支所から移
管刊行物・写真

 主として昭和２８年から平成３１年までの郷内村村長・郷内村議会議員・琴
浦町会議員の写真や児島市内各所の写真等50点です。

112
児島支所産業課
から移管写真

主として昭和26年から昭和28年までの郷内村文化財・龍王山の工事・砂防
工事の写真帳です。

110
昭和３７年　国体
写真・フィルム

主として昭和36年から昭和40年までの第17回国民体育大会（児島市会場）・
味野中学校体育館建築工事等の写真・フィルム396点です。

37 郷内村役場文書
主として嘉永7年から昭和45年までの版本，福岡村・木見村・尾原村・郷内
村・郷内村農地委員会等の文書645点です。

88
郷内出張所から
移管写真・文書

大正から昭和34年までの児島市制合併申請書等文書，戦死者公葬等の写
真等24点です。

49
旧玉島町役場文
書

主として明治2年から昭和43年までの土地台帳・開墾願・反別地価取調帳・
土地関係願届申告書類・種痘名簿・神社明細帳等530点です。

4 旧玉島町議事録 明治23年から昭和５年までの玉島村・玉島町の会議録24点です。

79
玉島支所庶務課
より移管文書

明治23年から昭和48年までの市議会招集に関する綴・玉島市写真アルバ
ム等13点です。

19
旧玉島町(市)議
事録

明治35年から昭和42年までの議会会議録・合併関係書・都市開発期成会関
係書等86点です。

14 旧玉島市例規 明治36年から昭和42年までの玉島町・玉島市の例規16点です。

96
旧玉島町役場文
書他

明治38年から昭和29年などの玉島村野取帳・上成切絵図等15点です。

20
旧玉島町(市)統
計等

主として大正元年から昭和48年までの岡山県統計年報等の刊行物，現勢
調査簿・公平委員会関係書等128点です。

29
玉島福祉より移
管

主として昭和3年から昭和52年までの戦争に関する文書・公平委員会関係
書・十五号台風災害関係書綴・日本赤十字社正社員台帳等129点です。

28
玉島支所より移
管

昭和21年から昭和37年までの庶務重要関係書・玉島市都市開発期成会議
決書綴・都市建設計画調整事業に関する綴3点です。

46
旧玉島市役所文
書

昭和31年から昭和39年までの玉島市例規類集・高梁川総合開発促進に関
するつづり等6点です。

93
玉島支所庶務課
から移管写真

昭和33年から昭和34年までの玉島市公会堂新築工事・浸水被害等写真133
点です。

92
玉島支所産業課
から移管写真

円通寺・沙美海水浴場・徳冨蘆花の碑・戸島神社祭り等の写真及びフィル
ム等93点です。

5

旧勇崎・柏島・乙
島・阿賀崎村議
事録

明治20年から明治34年までの勇崎村・柏島村・柏崎村・乙島村・阿賀崎村の
会議録12点です。

18 旧黒崎村議事禄 明治35年から昭和26年までの黒崎村の会議録74点です。

47
旧長尾村役場文
書

明治14年から昭和27年までの土地台帳・共有墓地図面・家屋評価調査表等
28点です。

3 旧長尾村議事録 明治22年から昭和26年までの長尾村・長尾町の会議録21点です。

76
旧長尾村・旧長
尾町役場文書

明治34年から昭和3年までの村長事務引継目録・長尾村会会議細則・申請
書受理簿等5点です。

48
旧富田村役場文
書

明治19年から昭和23年までの富田村・富田村青年学校・富田村農地委員会
等の文書65点です。

95
玉島富田・八島・
道越付近絵図

玉島八島・玉島富・玉島道越・玉島道口・玉島市等の地図等36点です。

4



45
旧穂井田村役場
文書

明治10年から昭和13年までの穂井田村・陶村・服部村の文書，保安林編入
通知書等12点です。

64 旧庄村役場文書
主として明治5年から昭和44年までの村議会・農山漁村振興計画書・吉備上
水道に関する綴・十二ヶ郷其他組合書類綴・兵事関係書類・税に関する文
書等4179点です。

41
旧庄支所保管文
書

主として明治7年から平成6年までの庄村・六ヵ郷組合・西一郷半組合・三ヶ
村組合・四ヵ郷組合・澤所組合等の文書3953点です。

121
庄支所から移管
文書

元和７年から昭和３８年までの免状，諸家系図，下庄村地図，庄村俯瞰図，
私立都窪郡教育会総理頌徳状等139点です。

38
茶屋町支所より
移管文書

主として明治41年から昭和52年までの中洲村西阿知町連島町組合・三番用
水組合・河内組合・河内鶴新田用水組合等の文書229点です。

         
   114

 茶屋町支所旧
蔵文書（平成6年
移管）

享保2年の「児島湾沿岸之図」，明治8年から昭和13年までの地券・土地異
動・丈量絵図・野取図・切絵図・村界改正等の文書106点です。

27
茶屋町支所旧蔵
文書

昭和22年から昭和47年までの議会議事録・岡山県市町村年報・周辺町村と
の合併問題に関する調査報告書等49点です。

89

茶屋町支所から
移管地図・図面
類

昭和26年から昭和38年などの茶屋町平面図・茶屋町水道工事計画図・丸五
足袋株式会社配置図見取図等71点です。

90
茶屋町支所から
移管賞状

昭和27年から昭和41年までの茶屋町青年会議所・茶屋町愛育委員会・茶屋
町選挙管理委員会等宛賞状11点です。

118
 茶屋町役場旧
蔵文書

茶屋町役場に旧蔵されていた宝暦１０年(1760)の沖新田村絵図，帯江新田
村切絵図，早島新田村切絵図，帯江沖新田村絵図，帯江添新田村絵図，
昭和10年（1935）の六間川伏越樋写真等19点です。
 

102
船穂公民館から
移管文書

主として元禄8年から昭和43年までの検地帳・名寄帳・野取帳・徴兵関係書
類・船穂町誌に関する文書等604点です。

119
船穂公民館から
移管文書

 主として文政10年から平成17年までの名寄帳・学齢簿・広報ふなお，町民
会館落成記念関係書類等76点です。

33
船穂支所より移
管文書

大正12年から昭和48年までの人口動態調査票控簿・引揚者関係書帳等40
点です。

129
船穂支所から移
管文書

昭和43年から平成15年までの柳井原堰関係等の船穂町役場の文書352点
です。

39
船穂小学校改築
寄附金関係文書

昭和40年から昭和41年までの船穂小学校建築寄附金に関する文書9点で
す。

94

船穂支所から移
管歴史的公文書
等

主として昭和49年から平成17年までの合併調印式収録ビデオ・表彰状，船
穂町立図書館・船穂中学校・船穂橋・歴代町村長及び議長等の写真等110
点です。

 139
 船穂公民館から
移管写真等

 主として昭和４６年から平成１７年までの船穂町の広報写真，白神源次郎
肖像，明治32～33年の高梁川台帳帳簿，切図，山陽鉄道鉄橋の図等507点
です。

72
真備支所より移
管刊行物他

昭和28年から平成17年までの町勢要覧・真備町総合計画・真備町役場庁舎
新築工事仕様書・広報まび等78点です。

71
真備支所より移
管文書

主として明治32年から昭和61年までの真備町選挙管理委員会・真備町議会
事務局・広報まび・上原井領土地改良区等の文書347点です。

123
真備支所から移
管文書

昭和２５年から平成１７年までの議会・陳情書・市町村合併関係・災害関係・
広報等の文書568点です。

133
真備支所から移
管文書

昭和２９年から平成１７年までの真備町庁舎・姉妹都市・合併協定書・まきび
記念館・閉庁式・町勢要覧等74点です。

 127
真備支所別棟か
ら移管文書

大正８年から昭和46年までの真備町域の旧町村の合併・議会・公有財産等
の文書22点です。

 130
真備地区農地委
員会文書

昭和22年から昭和30年までの真備町域の農地委員会の文書222点です。

 131
真備地区土地台
帳等

明治９年から昭和30年代までの真備町域の土地台帳・家屋台帳・地籍調査
票・保安林台帳等292点です。

 128
旧箭田村役場文
書

明治１０年から大正５年までの箭田村役場の文書109点です。

108 広報まびＣＤ 昭和33年から平成17年までの公報まびＣＤ21点です。

5

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/72mabi.pdf
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https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/71mabi.pdf
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/71mabi.pdf
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/4055/108kouhoumabi.pdf


103

真備支所市民課
から移管刊行物
等

昭和46年から平成17年までの真備町農村総合整備計画書・真備町戦没者
名簿等文書，閉庁式写真，町旗等66点です。

107
真備町議会ビデ
オ

平成13年から平成17年までの真備町議会ビデオ61点です。

真備支所より移
管写真

昭和48年から昭和53年までの真備町の広報写真4,163点です。

真備支所より移
管フィルム

主として昭和41年から昭和53年までの真備町のフィルム3,828点です。

124
真備支所から移
管写真・フィルム

 昭和27年から平成17年までの真備町の広報写真・フィルム5,750点です。

134
真備支所から移
管写真・フィルム

  昭和５1年から平成1２年までの真備町の広報写真・フィルム15点です。

 138
 真備町航空写
真

 昭和５７年・平成元年・平成９年の真備町の航空写真３冊です。

 140
 市民課から移管
文書

 昭和63年から平成17年の真備町の人口集計表34点です。

109
各課から移管文
書

主として明治期から昭和50年までの柏島村・勇崎村地図，御大禮記念倉敷
市水運調査会報告書（昭和６年），三市合併等の文書，玉島地区航空写真
（昭和３６年），新倉敷駅落成祝賀式写真等203点です。

62
用水・新田等広
域文書

主として天保13年から昭和9年までの高梁川測量図・備中国村高留帳・川西
新水道一件諸入用割賦帳等114点です。

63

経済・金融関係
広域文書及び雑
資料

主として安政3年から昭和57年までの講会御掛銀通・地所売渡之証・登記申
請書・戦時畫報等149点です。

75 野取帳類
明治6年から昭和29年までの倉敷地区・茶屋町地区・児島地区・連島地区・
玉島地区等の野取帳類2,924点です。

70 地図類
明治10年から昭和17年までの世界と大東亜・浅口郡連島町地図・浅口郡地
図等4点です。

35
高梁川西岸用悪
水組合文書

大正6年から昭和51年までの高梁川西岸用悪水組合に関する綴・水江サイ
フォン災害復旧事業関係綴・高梁川改良事業西岸用水路工事現場写真帳
等38点です。

69 小作関係書籍等
大正12年から昭和34年までの岡田藩荒木文十郎記録古文書第壱輯・吉備
公の遺緒・吉備公弾琴祭等22点です。

85
高梁川東岸水防
組合文書

昭和13年から昭和62年までの組合設立関係及び規約綴・地方財政状況調
査表作成要領・高梁川東岸水防組合綴等69点です。

105 い業館建設資料
昭和41年から昭和52年までの倉敷市新市発足10周年記念倉敷い業文化
展，い業館建設推進等の写真及び文書190点です。

59

岡山県域関係関
係文書（倉敷市
以外）

文政4年から大正10年までの御津郡福濱村・大庭郡三世七原村・松寿寺等
の文書77点です。

61
広島県域関係文
書

弘化4年から昭和19年までの深津郡川口村・深津郡多治米村等の文書29点
です。

6
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四国基礎自治体を対象に実施
した公文書管理に係る調査の

結果報告
令和4年2月8日

香川県立文書館 嶋田典人 岡山シティミュージアム 飯島章仁

はじめに

•「公文書館法」(第3条）、「公文書管理法」（第34条）には、
適正な公文書管理は地方公共団体の責務と規定。

•令和元年度の役所・役場文書の管理がどのように行われている
か。

•昭和さらに平成の合併によって全国の市町村数は大きく減少。

•これら合併や過疎化にともなう旧役場の統廃合が進んでいる。

•施設の改廃にともなう廃棄が進んでいる危惧

•現用文書の保管、歴史公文書の保存、旧役場文書の有無



四国の市町村数

•95市町村 ⾸⻑部局と教育委員会別々に
送付190の部署

•徳島県8市15町1村の24×２＝４８
•香川県8市9町の17×２＝３４
•愛媛県11市9町の20×２＝４０
•高知県11市17町6村の34×２＝６８

平成の大合併による市町村激減

•徳島県50➡24市町村
•香川県43➡17市町
•愛媛県70市町村➡20市町
•高知県53➡34市町村



アンケートの回答 190部署の内

•徳島県29／48 3町無回答
•香川県23／34 1町無回答
•愛媛県31／40 全自治体回答
•高知県33／68 8町村無回答

•190部署の内116から回答（61％回収率）
•95自治体の内83から回答（87％回収率）

第1問 貴庁には、公文書を管理するための条例や規則等があり
ますか。（複数回答可）

a 公文書（文書）管理に関する条例がある。 5 2 3

b 公文書（文書）管理に関する規則もしくは規程がある。 106 61 45

c 公文書（文書）管理に関する要綱・要領がある。 3 2 1

d 公文書（文書）に関わる例規等はない。 2 0 2



第2問 貴庁では、『文書事務の手引き』やマニュアル等はあり
ますか。

「ない」が過半数

a ある。機能している。 38 20 18

b ある。なかなか機能していない。 11 7 4

c 『文書事務の手引き』等がない。 57 32 25

d その他 5 2 3

第3問 貴庁では公文書を保管する書庫がありますか。（複数回答可）

本庁舎等に文書主管課が管理する集中管理書庫はあるが、書庫内の文書管理は各
課に任せているところが最も多く、次いで本庁舎では各部課ごとに書庫があり、
各部課分散管理のところが次ぐ、文書主管課による書庫と文書両方の集中管理は
それに比して少ない。

a 本庁舎等に文書主管課が管理する集中管理書庫がある。 27 16 11

b
本庁舎等に文書主管課が管理する集中管理書庫はあるが、
書庫内の文書管理は各課に任せている。

55 32 23

c
本庁舎では各部課ごとに書庫があり、各部課分散管理がな
されている。

41 21 20

d
本庁舎では各部課ごとに執務室の書棚等を利用しており、
まとまった文書を収納する書庫はない。

4 2 2

e 支所庁舎等出先機関にも支所等庁内集中管理書庫がある。 30 17 13

f その他 3 2 1



第4問 貴庁ではファイリングシステムを導入されていますか。

「導入していない」と答えたところが過半数を占める。次いで
「導入している」が４０％ある。

a ファイリングシステムを導入している。 42 23 19

b ファイリングシステム一部導入している。 7 4 3

c ファイリングシステムは導入していない。 59 33 26

d
ファイリンシステムを導入する予定がある。
（ ）ごろから導入予定。

1 1 0

e その他 2 1 1

第5問 貴庁では、全庁的に電子的な文書管理システムを
導入していますか。

「導入する予定はない」と答えたところが半数を占める。次いで
「導入している」が４０％あり。

a 導入している。 41 24 17

b 導入する予定がある。（ ）ごろから導入予定 4 2 2

c 導入する予定はない。 54 29 25

d その他 11 7 4



第6問 貴庁では、電子決裁システムを導入していますか。

導入する予定はないが７０％を占め、導入と一部導入を合わせて
も２０％に過ぎない。

a 導入している。 9 4 5

b 一部導入している。 13 7 6

c 導入する予定がある。（ ）ごろから導入予定 5 3 2

d 導入する予定はない。 75 40 33

e その他 8 5 3

第7問 貴庁では、文書分類表やファイル基準表等はありますか。

「ある。機能している。」が６０％で、「ある。なかなか機能し
ていない。」が３０％、

「ない」が１０％で、「ある」が９０％を占めている。

a ある。機能している。 63 36 27

b ある。なかなか機能していない。 33 20 13

c 文書分類表等がない。 14 5 9



第8問 保存期間が定められている場合最も⻑い公文書（除籍簿
等法律で保存年限が定められている文書を除く）の保存期間は何
年ですか。

「永年」と回答した数が９０％である。１０％しか「３０年」と
答えたところがなく、３０年の保存期間を満了して非現用文書で
の歴史公文書となり公文書館等で保存されるしくみにはなってい
ない。

a 永年 98 50 48

b ３０年 11 9 2

c その他 4 3 1

第9問 貴庁では、保存年限が満了した文書の廃棄はどのように
行われていますか。

「各課で行っている」が７０％を占め、文書主管課が２０％と少
なく全体を俯瞰しての全庁的廃棄の扱いにはなっていないことが
考えられる。

a 文書主管課が行っている。 20 13 7

b 各課で行っている。 78 38 40

c その他 16 11 5



全体の傾向

• 80％〜100％

規則・規程による公文書管理（問１）文書分類表やファイル基準表等
がある（問７）。最⻑保存期間が永年保存（問８）。

• 60％〜80％

電子決裁システム導入する予定がない（問６）廃棄は各課で（問９）

• 40％〜60％

文書事務の手引き・マニュアル等がない（問２）。本庁舎内で書庫は
文書主管課、文書は各課管理（問３）。ファイリングシステム導入し
ていない（問４）。電子的な文書管理システムの導入予定はない（問
５）。

旧役場文書について

•平成の合併直前に存在した自治体中残存していると回答があっ
た自治体は、徳島県は３４/５０（６８％）、香川県は３４/４
３（７９％）、愛媛県は５８/７０（８２％）、高知県は２８/
５３（５２％）で残存率は５０％を超えている。

•明治の市町村制から昭和の合併期までは、徳島県は５９/１６
１（３７％）、香川県は７４/２００（３７％）、愛媛県は６
８/３４４（２０％）、高知県は２６/２４５（１１％）で、５
０％には満たないが徳島、香川の残存率が共に３７％で高い。



旧役場文書の残存自治体―残存率高い

•徳島県では、徳島市（１０/１６）鳴門市（８／１１）吉野川
市（１３／１４）美馬市（８／１２）石井町（４／５）神山町
（５／５）松茂町（１／１）藍住町（２／２）板野町（３／
３）東みよし町（４／４）。香川県では、善通寺市（７／７）
三豊市（２２／２２）土庄町（６／７）琴平町（３／３）多度
津町（６／６）。愛媛県では、八幡浜市（１０／１３）新居浜
市（９／１３）松前町（３／３） 砥部町（２／３）伊方町
（５／６）松野町（２／３）。高知県では、安芸市（９／９）
須崎市（５／６）安田町（２／２）、中土佐町（２／３）梼原
町（２／２）

旧役場文書の残存自治体

•香川県高松市１５／４６ 愛媛県宇和島市が１３／３０、両市
は平成の合併時に近隣の自治体と合併したため旧役場数すなわ
ち分⺟がそれぞれ４６、３０と大きく上記のように残存率が高
率とはいいがたいが、旧役場文書が二桁数存在する。

• そのほか、上記を除き、残されている数が１０未満の旧自治
体文書が残存している現自治体は、香川県の丸⻲市、坂出市、
さぬき市、綾川町、愛媛県では、⻄条市、大洲市、伊予市、⻄
予市、愛南町、高知県では高知市、南国市、大豊町が挙げられ
る。徳島県は該当がない。



公文書館のある自治体の事例

•現在自治体においては公文書管理の例規は規則・規程によるも
のが多く、今後公文書管理条例を期待したい。高松市と三豊市
には公文書管理条例とそれぞれ高松市公文書館、三豊市文書館
がある。

•永年保存文書を３０年保存文書に有期限化し評価・選別を行い
公文書館に移管できるようにする公文書のライフサイクルも実
現できている。両市はそのモデルとなることを述べたい。

公文書館のない自治体の事例

徳島県吉野川市総務課

•第１４と１５問 「各課において書庫に保存」で「目録があり
見せることができる」

高知県安芸市⽣涯学習課（歴史⺠俗資料館）

•第１４と１５問 保存場所「図書館・博物館・資料館等」で
「目録があり見せることができる」

•所轄の違いはあるが「目録整備」すなわち保存だけでなく利用
環境の整備に努めていることが旧役場文書の残存率が高いと考
えられる。



歴史的公文書と合併旧市町村引
継文書について

歴史的公文書に関して（第10問〜第17問）

1 歴史的公文書を保存するルールの有無（第10問）
⇨ 大部分の自治体で未着手

2 歴史的公文書の保管の状況（第11問、第14問）
⇨（公）文書館、図書館・博物館・資料館、文書主管課、その他

3 合併旧市町村引継文書の保存の状況（第13問）
⇨ 多くの自治体で保存（部分的保存のところも多い）

4 合併旧市町村引継文書の目録作成と閲覧公開の状況（第15問）
⇨ 大部分の自治体で未着手



第10問 貴庁には、保存年限満了後も貴重な資料として残すべき
歴史的公文書についての条例や規則・規程等がありますか。

a
現用の公文書例規とは別に歴史的公文書について
定めた条例・規則・規程がある。

5 3 2

b
公文書等について定めている条例・規則・規程の
中に歴史的公文書に関する規程もある。

18 13 5

c
今後歴史的公文書に関する例規の制定や改正予定
がある。

8 4 4

d
歴史的公文書について定めた例規等は無く、制定
の予定も無い。

79 40 39

第11問 第10問でａもしくはｂと答えられた市町村におたずねしま
す。歴史的公文書の保管はどのように行われていますか。

a 公文書館・文書館で保管。（設置予定も含む） 5 4 1

b 図書館・博物館・資料館等で保管。 4 1 3

c 文書主管課が保管。 9 5 4

d その他 9 7 2



第12問 公文書・行政文書の管理に関して，自由にお書きください。

収納スペースの確保に苦慮している 。
保存文書の増加に伴い書庫の残りスペースが少なくなっている 。
公文書を保存するスペースに限界がきている。
保管庫の不足。
年々増加する文書・保管資料に苦慮している 。

文書管理事務のマニュアル等がなく、公文書管理に苦慮している 。
文書登録や文書の廃棄は各部署に任せており、取り組みに差が生じることがある 。
統一したシステムの重要性は理解しているが現状は難しい 。
文書管理規定や文書管理マニュアルがあっても職員一人一人の文書管理の意識が高くなくては、
役場全体の公文書の整理を行うことは難しい 。
規定通りに運用できておらず、事務効率の低下を招いている 。

適切な保存年限等、公文書管理の具体的なノウハウを知りたい 。
公文書管理について詳しいノウハウを知りたい 。
具体的な公文書管理のノウハウを知りたい 。
他市町村の管理状況について知りたい 。
古い文書は整理できていないものも多く、具体的な文書管理のノウハウを知りたい 。

第13問 貴庁では、平成18年（2006）まで進められた、平成大合併
以前の旧役場文書はどのように残されていますか。

a 合併していない。 24 14 10

b 引き継いでいる。 60 34 26

c 引き継いでいない。 0 0 0

d ほぼ廃棄した。 3 1 2

e 把握していない。 10 5 5

f その他 10 4 6



a 公文書館・文書館 4 3 1

b 図書館・博物館・資料館等 18 7 11

c 本庁舎の書庫・倉庫等 54 31 23

d 支庁舎の書庫・倉庫等 48 29 19

e 自治体史編さん室・元編さん室 2 1 1

f 休校中や閉校した学校の空き教室などを利用 23 14 9

g
その他施設（公⺠館・出張所・コミュニティセン
ター等）

11 5 6

h
現用文書（行政文書・永年公文書）の中にあり歴史
的公文書としては残していない

16 9 7

i 残っていない 6 3 3

j その他 3 1 2

第14問 旧役場文書はどこで保管していますか。

第15問 貴庁では、旧役場文書の目録（台帳・データベース等でも
可）があり、それによって文書を住⺠に⾒せることができますか。

a 目録があり見せることができる。 13 8 5

b 目録はあるが、見せるための体制が整っていない。 16 8 8

c 目録がないため見せられない。 63 34 29



第17問 旧役場文書について，自由にお書きください。また、文書
の量などお寄せいただける情報等がある場合はお書きください。

＜引継文書の量と内容の詳しい記述＞
・□□村文書約1400ファイル（それ以外は少量）。
・量は、□□村5000件、□□村3200件、 □□・□□□・□□で640点 。
・旧役場庁舎に⻑櫃で保管されていた旧役場資料を教育委員会で保管している。
・近世後期〜近現代までの約1700点で、内容は土地台帳や徴税台帳など。

＜文書の所在状況を調査または集約中＞
・令和2年3月に、主に歴史的公文書を保管するための施設の整備が完了し、現在、
昭和の合併以前の文書を含む旧役場文書の集約作業を行っている。
・現在旧町村の記録を調査中であるが、他課で調査しずらい。また、その他他課
にもある可能性があり、新庁舎建て替えに伴い整理され始めている。

＜自治体史編纂との関係＞
・町史編さんを行った頃に収集した写真・文書を廃校舎に保管している。
・市史編さん資料については、香川県立文書館に寄託している。
・すべて市史編さんのために収集したもので、大半はコピーである。全部で33箱有
るが、部分的にしか残っていない。上記に合併前の資料を含む。

＜保存の困難と困惑＞
・史料の管理が困難・また保存状態が悪く劣化が著しい。市町村レベルで歴史文書
を健全な状態で保管管理するのは、人手と資金面から困難な面が多い。
・昭和30年度以前の文書は約30箱あるが、合併前の自治体の文書かどうか判別つか
ない状況である。
・旧町、旧村の非現用文書は注意してきたが、ほとんど残っていない地域もあり危
惧している。
・旧役場文書については、引き継ぎ当時の情報が分からないため、引き継がれるべ
き公文書が全て引き継がれているのかは不明。
・保存の基準が不明。リスト化されていないものが大半。

第17問 （続き）



まとめ１

自由記述からうかがえる、文書保存への課題

＜歴史的公文書の保存への課題＞（第12問=自由記述）
・収蔵スペースが不足
・統一した保存マニュアルが不備、または不徹底
・保存のためのノウハウが不足

＜合併旧市町村引継文書の保存への課題＞（第17問＝自由記述）
・ひとつの自治体で、約数千ファイルの規模で残存している例がある
・文書の所在情報がなかなか把握できない
・自治体史の編纂過程で集められたものもある
・保存管理が困難
・旧市町村からの引継時に関する情報が不足している

まとめ２

調査に協力いただいた四国の自治体への評価

歴史的公文書も、旧市町村引継文書も、保管はまだかなり多くなされている。
統一した基準やマニュアルがなく、自治体の多様な施設で保管されている。
保存や管理のためのノウハウが求められている。

⇒ 公文書館が未整備でも、文書を残す努力は、さまざまになされている
博物館、図書館、資料館での保管
自治体史編纂との関連で保管
教育委員会が歴史的公文書を深く把握している例もある

など、それぞれ文書保存への思いがあり、方向性は多様である。

多様なあり方を踏まえ、保管場所、制度、ノウハウなど、あと一歩の
後押しを皆で互いにやっていけるようにしたい。



徳島県内の自治体の実地調査（神山町）
アンケート調査とあわせて行った、訪問調査の成果も一部紹介
します。

徳島県の山間部の神山町では、廃校になった学校校舎を利用し
て保管しています。



文書は整理・分類の上で目録が作成され、教育委員会が窓口に
なって閲覧にも応じています。

神山町の歴史的公文書の保管状況



徳島県内の自治体の実地調査（徳島市）

徳島市でも歴史的公文書や旧市町村引継文書の保管状態を視察させていただきました。



 


